
家庭系ごみ組成調査業務委託仕様書 

 

１．業務の目的 

  本業務は、交野市内並びに四條畷市内から発生する家庭系一般廃棄物について、ごみ種類別な

どの組成を調査し、今後の減量施策、市民への普及啓発並びに基礎資料とすることを目的とす

る。 

 

２．委託期間 

 契約締結日から令和７年２月２８日 

 

３．調査作業場所 

 大阪府交野市大字私市３０２９番地１ 

 四交クリーンセンター内熱回収施設ピット 

 ※ピット内での作業になるため、防護服及び防塵マスクを着用のこと 

  

４．業務内容 

  交野市並びに四條畷市が収集した「燃やすごみ」・「可燃ごみ」のサンプリング調査を行い、分

類項目ごとの排出状況を把握、整理する。 

 

（１）調査対象ごみ 

  交野市並びに四條畷市が収集した「燃やすごみ」・「可燃ごみ」を対象とし、それぞれ収集日の

２日分とする。 

 

（２）分類作業実施日 

   １１月２５日から１２月６日期間内の月曜から金曜までの５日間（予定） 

 

（３）調査方法 

  ①「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」旧厚生省通知環整第 95 号 

昭和 52 年 11 月 4 日（一部改正 衛環第 22 号 平成 2 年 2 月 1 日）・家庭系食品ロスの

発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書（令和元年５月版）環境省環境再生資源局総

務課リサイクル推進室及び別表の分類項目による。 

 

  ②サンプリング 

   交野市並びに四條畷市より収集された家庭系ごみの一部をサンプリングし、試料とする。試 

料量の目安は交野市の「燃やすごみ」は、約 200kg と四條畷市の「可燃ごみ」は、約 200kg と 

する。なお、サンプリングの家庭系ごみについては、各市にて収集を行い３．の調査作業場所 

へ搬入します。また、サンプリングの収集日は、月曜日と火曜日に行います。 



（４）調査結果の分析及び報告書の作成 

  計測の結果を踏まえ、家庭系ごみ中に含まれる分類項目別の組成及び原単位（人・日当り）を 

整理、分析し、交野市並びに四條畷市の報告書を作成すること。報告書は、図表等を用いてわか 

りやすく作成すること。 

なお、原単位については、令和５年度実績値とする。 

 

（５）調査中に作業員等が発生したごみ処理について 

  作業員等が調査中に発生させたごみ（弁当がら等）については、必ず会社に持ち帰り適正に 

処理する。 

 

５．完了報告 

  調査業務を完了したときは、受託者は、直ちに次の成果品を作成の上、２．の期限内に業務完 

了報告書を提出すること。 

（成果品） 

  家庭系ごみ組成調査報告書（交野市１部、四條畷市１部） 

 ※報告書の形式、原則 A4 判とし、電子データ（Word 形式・Excel 形式）も合わせて納品する 

こと。また、電子データについては、CD-R にて納品すること。 

 

６．スケジュール 

  （１）受託者は、契約日から１週間以内に、実施計画書（様式自由）を作成し、本件調査の実 

    施における調査責任者を選任し、交野市の承認を得ること。 

  （２）最終の成果品は令和７年２月２８日までに提出すること。 

 

７．秘密の保持 

  受託者は、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

８．成果品の帰属 

  本業務における成果品に係る著作権等の一切の権利は、交野市及び四條畷市に帰属するものと 

する。 

 

９．その他 

  本仕様書に定めのない事項または本業務に関して生じた疑義については、市と受託者で協議し 

 て決定することとし、本業務の実施に必要な協議については、市または受託者の求めにより、適 

宜開催できるものとする。 

 

 

 

 



＜別表:分類項目＞ 

成分 大項目 中項目 

プラスチック 製品プラ 

日用品 

文具 

おもちゃ等の成形品 

 その他 
その他雑プラスチック 

(ひも、結束バンド等) 

※(１)１辺の長さが 50cm 未満での分類 

 (２)１辺の長さが 30cm 未満での分類 


